
目　
　

次

 

ペ
ー
ジ

告　
　
　

示

〇
知
事
指
定
薬
物
の
指
定 

（
薬　

務　

課
）　
　

一

〇
肥
料
の
登
録 

（
農
産
園
芸
環
境
課
）　
　

一

〇
肥
料
の
登
録
有
効
期
間
の
更
新 

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
肥
料
の
登
録
事
項
の
変
更 

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
肥
料
の
登
録
の
失
効 

（　
　

同　
　

）　
　

三

〇
普
通
肥
料
の
検
査
結
果
の
公
表 

（　
　

同　
　

）　
　

三

〇
特
殊
肥
料
の
検
査
結
果
の
公
表 

（　
　

同　
　

）　
　

四

公　
　
　

告

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

　

自
立
支
援
医
療
を
行
う
医
療
機
関
の
指
定 
（
障
害
福
祉
課
）　
　

五

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

　

自
立
支
援
医
療
を
行
う
医
療
機
関
の
変
更 

（　
　

同　
　

）　
　

五

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
二
件
） 

（
建
築
宅
地
課
）　
　

五

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
十
一
号

　

宮
城
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
条
例
第
六
十
九
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
知
事
指
定
薬
物
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

知
事
指
定
薬
物
の
名
称

　

１ 　

化
学
名　

一

－

ブ
チ
ル

－
Ｎ

－

（
二

－

フ
ェ
ニ
ル
プ
ロ
パ
ン

－

二

－

イ
ル
）

－

一
Ｈ

－

イ
ン
ド
ー
ル

－

三

－

カ

ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類
（
通
称
名
Ｃ
Ｕ
Ｍ
Ｙ
Ｌ

－

Ｂ
Ｉ
Ｃ
Ａ
）

　

２ 　

化
学
名　

一
－

（
五－

フ
ル
オ
ロ
ペ
ン
チ
ル
）－

Ｎ－

（
二－

フ
ェ
ニ
ル
プ
ロ
パ
ン－

二－

イ
ル
）－

一
Ｈ

－

ピ
ロ
ロ
﹇
二
・
三

－

ｂ
﹈
ピ
リ
ジ
ン

－

三

－

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類
（
通
称
名
Ｃ
Ｕ
Ｍ
Ｙ
Ｌ

－

５
Ｆ

－

Ｐ
７
Ａ
Ｉ
Ｃ
Ａ
）

　

３ 　

化
学
名　

二

－（
八

－

ブ
ロ
モ

－

二
・
三
・
六
・
七

－

テ
ト
ラ
ヒ
ド
ロ
ベ
ン
ゾ
﹇
一
・
二

－

ｂ
：
四
・
五

－`

ｂ
﹈

ジ
フ
ラ
ン

－

四

－

イ
ル
）
エ
タ
ン
ア
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類
（
通
称
名
２
Ｃ

－

Ｂ

－

Ｆ
Ｌ
Ｙ
）

二　

指
定
の
理
由

　

 　

中
枢
神
経
系
の
興
奮
若
し
く
は
抑
制
又
は
幻
覚
の
作
用
（
当
該
作
用
の
維
持
又
は
強
化
の
作
用
を
含
む
。）
を
有

す
る
蓋
然
性
が
高
く
、
か
つ
、
人
の
身
体
に
使
用
さ
れ
た
場
合
に
保
健
衛
生
上
の
危
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
た
め

三　

指
定
の
効
力
が
生
ず
る
日

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
十
三
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
十
二
号

　

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
肥
料
の
登
録

を
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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登
録
年
月
日

登
録
番
号

（
宮
城
県
）

肥
料
の
種
類

肥
料
の
名
称

保
証
成
分
量
（
％
）

そ
の
他
の
規
格

生
産
業
者
の
氏
名

又　

は　

名　

称

生
産
業
者
の
住
所

有
効
期
限

窒
素
全
量
り
ん
酸
全
量

加
里
全
量
ア
ル
カ
リ
分

平
成
二
十
七
年

九
月
一
日

第
五
九
一
号

魚
か
す
粉
末

気
仙
沼
弁
天
魚
か

す

一
〇
・
〇

四
・
五

気
仙
沼
セ
ン
タ
ー
水

産
加
工
業
協
同
組
合

宮
城
県
気
仙
沼
市
朝
日
町
一

一
番
地
四

平
成
三
十
三
年

八
月
三
十
一
日

平
成
二
十
七
年

九
月
一
日

第
五
九
二
号

魚
か
す
粉
末

気
仙
沼
弁
天
魚
か

す
（
ペ
レ
ッ
ト
）

一
〇
・
〇

四
・
五

気
仙
沼
セ
ン
タ
ー
水

産
加
工
業
協
同
組
合

宮
城
県
気
仙
沼
市
朝
日
町
一

一
番
地
四

平
成
三
十
三
年

八
月
三
十
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
十
三
号

　

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
肥
料
の
登

録
有
効
期
間
の
更
新
を
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

更
新
年
月
日

登
録
番
号

（
宮
城
県
）

肥
料
の
種
類

肥
料
の
名
称

保
証
成
分
量
（
％
）

そ
の
他
の
規
格

生
産
業
者
の
氏
名

又　

は　

名　

称

生
産
業
者
の
住
所

有
効
期
限

窒
素
全
量
り
ん
酸
全
量

加
里
全
量
ア
ル
カ
リ
分

平
成
二
十
七
年

九
月
十
六
日

第
五
六
五
号

副
産
石
灰
肥
料

４
５
肥
料
か
き
が

ら
石
灰

四
五
・
〇

含
有
を
許
さ
れ
る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ
の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格
の
と
お
り

株
式
会
社
オ
ク
ト

栃
木
県
栃
木
市
沼
和
田
町
五

番
四
一
号

平
成
三
十
三
年

九
月
二
十
八
日

平
成
二
十
七
年

九
月
十
六
日

第
五
六
六
号

副
産
石
灰
肥
料

飯
沼
ミ
ラ
ク
ル

四
五
・
〇

含
有
を
許
さ
れ
る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ
の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格
の
と
お
り

ナ
ノ
・
フ
ル
ボ
酸
鉄

株
式
会
社

宮
城
県
仙
台
市
宮
城
野
区
田

子
字
田
子
西
一
〇
〇
番
地　

田
子
西
市
営
住
宅
四
棟
五
〇

八

平
成
三
十
三
年

十
月
六
日

平
成
二
十
七
年

九
月
二
十
九
日

第
五
一
四
号

副
産
石
灰
肥
料

か
き
パ
ワ
ー

五
〇
・
〇

含
有
を
許
さ
れ
る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ
の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格
の
と
お
り

有
限
会
社
シ
ェ
ル
ズ

宮
城
県
宮
城
郡
松
島
町
北
小

泉
字
鴻
ノ
巣
四
九

－

七

平
成
三
十
三
年

九
月
二
十
九
日

平
成
二
十
七
年

十
月
十
六
日

第
五
七
七
号

副
産
動
物
質
肥
料

Ｊ
栄

－

１
号

一
四
・
〇

含
有
を
許
さ
れ
る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ
の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格
の
と
お
り

ゼ
ラ
イ
ス
株
式
会
社

宮
城
県
多
賀
城
市
栄
四
丁
目

四
番
一
号

平
成
三
十
年
十

一
月
二
十
六
日

平
成
二
十
七
年

十
一
月
十
八
日

第
五
一
五
号

副
産
石
灰
肥
料

４
５
・
０
カ
キ
副

産
石
灰
松
１
号

四
五
・
〇

含
有
を
許
さ
れ
る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ
の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格
の
と
お
り

有
限
会
社
鈴
き
ユ
ウ

カ
ン
セ
ン
タ
ー

宮
城
県
宮
城
郡
七
ヶ
浜
町
遠

山
五
丁
目
三

－

二
五

平
成
三
十
三
年

十
一
月
十
七
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
十
四
号

　

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
肥
料
の
登

録
事
項
に
係
る
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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登
録
番
号

（
宮
城
県
）

肥
料
の
種
類

肥
料
の
名
称

生
産
業
者
の
氏
名
又
は

名

称

及

び

住

所

変　

更　

の　

内　

容

変
更
年
月
日

変
更
事
項

変　

更　

前

変　

更　

後

第
五
六
六
号

副
産
石
灰
肥
料

飯
沼
ミ
ラ
ク
ル

ナ
ノ
・
フ
ル
ボ
酸
鉄
株
式
会
社

宮
城
県
仙
台
市
宮
城
野
区
田
子
字
田
子
西
一
〇
〇

番
地　

田
子
西
市
営
住
宅
四
棟
五
〇
八

代
表
者

住
所

遠
藤　

道
男

宮
城
県
名
取
市
杜
せ
き
の
し
た
五
丁
目

二
二
番
地
の
五

飯
沼　

勇
義

宮
城
県
仙
台
市
宮
城
野
区
田
子
字
田
子

西
一
〇
〇
番
地　

田
子
西
市
営
住
宅
四

棟
五
〇
八

平
成
二
十
七
年

九
月
一
日

第
五
八
二
号

混
合
有
機
質
肥
料

ソ
イ
ル
サ
プ
リ
ペ

ー
ス
ト
Ｏ
Ｊ
１
号

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九
段
北
一
丁
目
八
番
一
〇
号

名
称

住
所

片
倉
チ
ッ
カ
リ
ン
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九
段
北
一
丁
目
一
三

番
五

片
倉
コ
ー
プ
ア
グ
リ
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九
段
北
一
丁
目
八
番

一
〇
号

平
成
二
十
七
年

十
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
十
五
号

　

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
肥
料
の
登
録
は
、
失
効
し

た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

失
効
年
月
日

登
録
番
号

（
宮
城
県
）

肥
料
の
種
類

肥
料
の
名
称

保
証
成
分
量
（
％
）

そ
の
他
の
規
格

生
産
業
者
の
氏
名

又　

は　

名　

称

生
産
業
者
の
住
所

窒
素
全
量
り
ん
酸
全
量

加
里
全
量
ア
ル
カ
リ
分

平
成
二
十
七
年

七
月
三
十
日

第
五
二
一
号

魚
か
す
粉
末

気
仙
沼
弁
天
魚
か

す

一
〇
・
〇

六
・
二

気
仙
沼
セ
ン
タ
ー
水

産
加
工
業
協
同
組
合

宮
城
県
気
仙
沼
市
朝
日
町
一
一
番
地
四

平
成
二
十
七
年

七
月
三
十
日

第
五
二
二
号

魚
か
す
粉
末

気
仙
沼
弁
天
魚
か

す
（
ペ
レ
ッ
ト
）

一
〇
・
〇

六
・
二

気
仙
沼
セ
ン
タ
ー
水

産
加
工
業
協
同
組
合

宮
城
県
気
仙
沼
市
朝
日
町
一
一
番
地
四

平
成
二
十
七
年

八
月
十
九
日

第
四
三
五
号

加
工
家
き
ん
ふ
ん

肥
料

加
工
家
き
ん
ふ
ん

有
機
肥
料
１
号

三
・
〇

四
・
〇

二
・
〇

含
有
を
許
さ
れ
る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ
の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格
の
と
お
り

片
倉
チ
ッ
カ
リ
ン
株

式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九
段
北
一
丁
目
一
三
番
五

平
成
二
十
七
年

八
月
十
九
日

第
四
五
四
号

副
産
植
物
質
肥
料

カ
タ
ク
ラ
醗
酵
副

産
肥
料

一
・
五

八
・
〇

片
倉
チ
ッ
カ
リ
ン
株

式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
九
段
北
一
丁
目
一
三
番
五

〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
十
六
号

　

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
三
十
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
普
通
肥
料
の
検
査
の
結

果
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

平
成
二
十
七
年
十
二
月
分

検

査

の

概

要

肥
料
の
種
類
等

保
証
票
添
付
者

肥

料

の

名

称

分

析

検

査

保
証
票
の
検
査

そ
の
他
の
検
査

備

考
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項

目

指
摘
事
項

副
産
石
灰
肥
料

三
浦　
　

渉

シ
ェ
ル
１
０
０
％
肥
料

主
成
分

－

Ａ
Ｌ

ニ
ッ
ケ
ル
、
ク
ロ

ム
、
チ
タ
ン

立
入
年
月
日

平
成
二
十
七
年
十

二
月
八
日

副
産
石
灰
肥
料

有
限
会
社
シ
ェ
ル
ズ

か
き
パ
ワ
ー

主
成
分

－

Ａ
Ｌ

ニ
ッ
ケ
ル
、
ク
ロ

ム
、
チ
タ
ン

立
入
年
月
日

平
成
二
十
七
年
十

二
月
十
八
日

副
産
石
灰
肥
料

ナ
ノ
・
フ
ル
ボ
酸
鉄
株
式
会

社

飯
沼
ミ
ネ
ラ
ル

主
成
分

－
Ａ
Ｌ

在
庫
品
で
旧
名
称

の
ま
ま
（
ミ
ネ
ラ

ル
た
っ
ぷ
り
特
許

の
肥
料
）

ニ
ッ
ケ
ル
、
ク
ロ

ム
、
チ
タ
ン

立
入
年
月
日

平
成
二
十
七
年
十

二
月
十
八
日

副
産
石
灰
肥
料

株
式
会
社
北
興
物
産

三
陸
４
５

主
成
分

－

Ａ
Ｌ

ニ
ッ
ケ
ル
、
ク
ロ

ム
、
チ
タ
ン

立
入
年
月
日

平
成
二
十
七
年
十

二
月
十
八
日

　

（
注
）
一　

分
析
検
査
及
び
そ
の
他
の
検
査
の
欄
は
、
検
査
対
象
荷
口
全
体
の
肥
料
を
代
表
し
得
る
よ
う
に
必
要
袋
数
（
ば
ら
の
場
合
に
は
、
必
要
部
位
数
）
を
抽
出
し
、
混
合
し
た
試
料
一
点
に
つ
い
て
検
査
し
た
結
果
で
あ
る
。

　
　
　
　

二　

分
析
検
査
の
項
目
に
係
る
指
摘
事
項
は
、
分
析
値
と
規
格
・
基
準
値
又
は
表
示
値
と
を
比
較
し
た
結
果
で
あ
る
。

　
　
　
　

三　

主
成
分
の
略
号
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　

Ｔ
Ｎ

－

窒
素
全
量
、
Ｔ
Ｐ

－

り
ん
酸
全
量
、
Ｔ
Ｋ

－

加
里
全
量
、
Ａ
Ｌ

－

ア
ル
カ
リ
分

〇
宮
城
県
告
示
第
百
二
十
七
号

　

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
三
十
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
殊
肥
料
の
検
査
の
結

果
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

平
成
二
十
七
年
六
月
分

特　

殊　

肥　

料

の　

指　

定　

名

生
産
業
者
、
輸
入
業
者
若
し

く
は
販
売
業
者
又
は
表
示
者

届　

出　

名

（
及
び
商
品
名
）

検　
　
　

査　
　
　

の　
　
　

結　
　
　

果

備　
　

考

Ｔ
Ｎ

（
％
）

Ｔ
Ｐ

（
％
）

Ｔ
Ｋ

（
％
）

Ｔ
Ｃ
ｕ

（
㎎
／
㎏
）

Ｔ
Ｚ
ｎ

（
㎎
／
㎏
）

Ｔ
Ｃ
ａ
Ｏ

（
㎎
／
㎏
）

Ｃ
／
Ｎ

水
分

（
％
）

そ
の
他

の
検
査

堆
肥

ゴ
ー
ル
ド
興
産
株
式
会
社

核
ア
ミ
ノ
１
０

バ
ッ
チ
リ
米
キ
ン
グ

普
通
肥
料

に
該
当
し

無
登
録

立
入
年
月
日

平
成
二
十
七
年
六

月
二
日
、
三
日

堆
肥

加
茂　

大
祐

牛
ふ
ん
た
い
肥

〇
・
八
八

一
・
五
一

一
・
九
二

一
三
・
七

五
六
・
七

立
入
年
月
日

平
成
二
十
七
年
六

月
九
日

堆
肥

佐
藤　

政
信

堆
肥

一
・
一
三

一
・
二
〇

一
・
一
九

一
一
・
七

四
七
・
六

立
入
年
月
日

平
成
二
十
七
年
六

月
九
日

堆
肥

新
誠
木
材
株
式
会
社

グ
リ
ー
ン
セ
ブ
ン

〇
・
五
七

〇
・
四
三

〇
・
二
九

二
三
・
七

六
五
・
八

立
入
年
月
日

平
成
二
十
七
年
六
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公　
　
　

告

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
立
支
援
医
療
の
う
ち
育
成
医
療
及
び
更
生
医
療
を
行
う
医
療
機
関
と
し
て
次
の

と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

指

定

年

月

日

お
お
あ
み
薬
局

登
米
市
迫
町
佐
沼
字
大
網
二
百
二
十
四

－

六

平
成
二
十
八
年
二
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

六
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十

九
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　
　
　

在　
　
　
　

地

変
更
前

ス
マ
イ
ル
薬
局
玉
浦
店

岩
沼
市
押
分
字
新
田
東
百
三
十
八

－

一

変
更
後

ス
マ
イ
ル
薬
局
玉
浦
店

岩
沼
市
恵
み
野
二
丁
目
五

－

一

変
更
前

一
般
社
団
法
人
気
仙
沼
薬
剤

師
会
会
営
志
津
川
薬
局

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
沼
田
五
十
六

－

二

変
更
後

一
般
社
団
法
人
気
仙
沼
薬
剤

師
会
会
営
志
津
川
薬
局

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
沼
田
十
四

－

二
十
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
　

亘
理
郡
山
元
町
小
平
字
北
ノ
入
十
六
番
七
、
十
六
番

月
九
日

堆
肥

有
限
会
社
フ
ァ
ー
ム
イ
チ
カ

ワ

堆
肥

〇
・
五
六

〇
・
二
八

〇
・
八
一

二
二
・
六

六
九
・
九

立
入
年
月
日

平
成
二
十
七
年
六

月
九
日

堆
肥

安
田　

正
一

堆
肥

〇
・
三
九

〇
・
四
七

〇
・
六
九

三
一
・
二

六
九
・
九

立
入
年
月
日

平
成
二
十
七
年
六

月
十
日

堆
肥

小
島　

一
明

牛
糞
堆
肥

〇
・
四
七

〇
・
一
九

〇
・
六
七

二
九
・
〇

六
三
・
四

立
入
年
月
日

平
成
二
十
七
年
六

月
十
日

堆
肥

農
事
組
合
法
人
蔵
王
フ
ァ
ー

ム

発
酵
肥
料
こ
れ
だ
ね

三
・
〇
九

六
・
三
三

〇
・
八
九

七
一
一

一
二
三
二

九
・
五

二
二
・
四

立
入
年
月
日

平
成
二
十
七
年
六

月
十
日

堆
肥

筆
甫
地
区
有
機
利
用
組
合

牛
糞
堆
肥

一
・
四
六

二
・
〇
二

三
・
六
二

一
一
・
八

三
六
・
七

立
入
年
月
日

平
成
二
十
七
年
六

月
十
日

備
考　

一　

分
析
検
査
を
実
施
し
た
成
分
の
略
号
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

Ｔ
Ｎ

－

窒
素
全
量
、
Ｔ
Ｐ

－

り
ん
酸
全
量
、
Ｔ
Ｋ

－

加
里
全
量
、
Ｔ
Ｃ
ｕ

－

銅
全
量
、
Ｔ
Ｚ
ｎ

－

亜
鉛
全
量
、
Ｔ
Ｃ
ａ
Ｏ

－

石
灰
全
量
、
Ｃ
／
Ｎ

－

炭
素
窒
素
比
、
水
分

－

水
分
含
有
量

　
　
　

二　

分
析
値
は
、
Ｔ
Ｃ
ｕ
及
び
Ｔ
Ｚ
ｎ
に
つ
い
て
は
乾
物
当
た
り
の
数
値
、
そ
れ
以
外
の
項
目
に
つ
い
て
は
現
物
当
た
り
の
数
値
で
あ
る
。
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地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

八
、
十
六
番
九
、
十
六
番
十
の
一
部
、
十
六
番
十
一
、
同

字
馬
場
二
十
番
四
十
、
二
十
番
四
十
一
、
二
十
番
四
十
二
、

二
十
番
四
十
三
、
二
十
番
四
十
四
、
二
十
番
四
十
五
の
一

部
、
二
十
番
四
十
六
、
二
十
番
四
十
七
、
同
町
鷲
足
字
大

舘
一
番
二
、
一
番
五
、
一
番
六
の
一
部
、
同
字
北
四
十
二

番
一
、
四
十
三
番
一
の
一
部

　

亘
理
郡
山
元
町
坂
元
字
町
六
十
八
番
地

 

岩
機
ダ
イ
カ
ス
ト
工
業
株
式
会
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
市

計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
二
項
の
許
可
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
次
の
開
発
区
域

（
工
区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
二
月
十
二
日

 
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

気
仙
沼
市
浅
根
六
十
六
番
の
一
部
、
六
十
七
番
一
、
六

十
七
番
二
、
六
十
七
番
三
の
一
部
、
六
十
七
番
四
、
六
十

八
番
二
の
一
部
、
七
十
四
番
三
の
一
部
、
七
十
五
番
、
七

十
六
番
一
、
七
十
六
番
二
、
七
十
七
番
、
七
十
八
番
二
の

一
部
、
八
十
一
番
三
の
一
部
、
百
十
六
番
一
、
百
十
六
番

二
の
一
部
、
百
十
七
番
一
、
百
十
七
番
二
の
一
部
、
百
十

八
番
、
百
十
九
番
、
百
二
十
六
番
の
一
部
、
百
二
十
七
番

の
一
部
、
百
二
十
八
番
、
百
四
十
八
番
二
の
一
部
、
百
四

十
八
番
三
の
一
部
、
百
四
十
九
番
、
百
五
十
番
、
百
五
十

三
番
一
の
一
部
、
百
五
十
三
番
二
の
一
部
、
七
十
四
番
二

地
先
の
道
の
一
部
、
六
十
六
番
地
先
の
道
の
一
部

 

気
仙
沼
市　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮　　城　　県　　公　　報第2732号　平成28年２月12日　金曜日 （6）


